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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現在位置に応じたエリアに関する事故を防止するための情報に含まれる、過去に交通事
故が起きた条件に関する情報に基づいて、周囲の環境をセンシングするセンシング部を制
御する制御部を
　備え、
　前記過去に交通事故が起きた条件に関する情報には、前記エリアにおいて発生した交通
事故のキーファクタが含まれ、
　前記制御部は、前記キーファクタに対応するセンシングデータを取得するように前記セ
ンシング部を制御する
　情報処理装置。
【請求項２】
　前記過去に交通事故が起きた条件に関する情報には、前記キーファクタに対応する閾値
が含まれ、
　前記制御部は、取得された前記センシングデータと、前記キーファクタに対応する前記
閾値とを比較した結果に基づいて、前記センシング部がセンシングを行う周期、範囲、解
像度、及び、感度のうち少なくとも一つを設定する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記制御部は、取得された前記センシングデータと、前記キーファクタに対応する前記
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閾値とが近似している場合、前記センシング部がセンシングを行う周期、範囲、解像度、
及び、感度のうち少なくとも一つを向上させる
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記センシング部により取得された前記センシングデータと、前記キー
ファクタに対応する前記閾値とを比較した結果に基づいて、ビークルの制御を行うビーク
ル制御部への推奨運転モードの実行の要請を判定する
　請求項２又は３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記推奨運転モードの実行を要請する場合、前記ビークル制御部からの
前記推奨運転モードの実行の可否を表すフィードバック情報に基づいて、前記センシング
部がセンシングを行う周期、範囲、解像度、及び、感度のうち少なくとも一つを設定する
　請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記推奨運転モードを実行できる場合、前記センシング部がセンシング
を行う周期、範囲、解像度、及び、感度のうち少なくとも一つを低下させる
　請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記フィードバック情報に応じて、前記ビークルの運転者に対して警告を提示する警告
部をさらに備える
　請求項５又は６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記推奨運転モードには、走行制限速度、ライト類のオン・オフ、ワイパーのオン・オ
フ、曇り止めのオン・オフ、オーディオの音量、各種のセンサの起動、自動運転（速度制
御、操舵制御、前車追従、自動ブレーキなどを含む）の使用、または走行ルートの変更の
うちの少なくとも一つが含まれる
　請求項４から７のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記センシング部により取得された前記センシングデータと、前記キーファクタに対応
する前記閾値とを比較した結果に基づいて、発生し得る交通事故に対する警告レベルを判
定する判定部と、
　判定された警告レベルに応じて、運転者に対して警告を提示する警告部とをさらに備え
る
　請求項２から６のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、さらに前記センシング部の性能に基づいて、前記センシング部を制御す
る
　請求項１から９のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記事故を防止するための情報は、走行時に設定される所定のパラメータに関する情報
、または、前記センシング部が周囲の環境をセンシングするための所定のパラメータを含
む
　請求項１から１０のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記事故を防止するための情報に基づいて、映像または音声で警告を行
う
　請求項１から１１のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記制御部は、前記事故を防止するための情報と前記センシング部の性能とに基づいた
警告を行う
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　請求項１２に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　過去に発生した交通事故に関する情報を取得する取得部と、
　取得された過去に発生した交通事故に関する情報に基づいて、過去に交通事故が起きた
条件を分析する分析部と、
　前記過去に交通事故が起きた条件に関する情報をエリア毎に対応付けて蓄積する蓄積部
とをさらに備える
　請求項１から１３のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記過去に発生した交通事故に関する情報には、発生日時、場所、天候、道路状況、事
故状況、車両情報、または運転者情報のうちの少なくとも一つが含まれる
　請求項１４に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　前記事故を防止するための情報を受信する受信部と、
　前記センシング部とをさらに備える
　請求項１から１５のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１７】
　前記センシング部は、周囲を走行するビークルに関する情報を、V2V通信を介して前記
ビークルから収集する
　請求項１６に記載の情報処理装置。
【請求項１８】
　情報処理装置による、
　現在位置に応じたエリアに関する事故を防止するための情報に含まれる、前記エリアに
おいて発生した交通事故のキーファクタを含む情報であって、過去に交通事故が起きた条
件に関する情報に基づいて、周囲の環境をセンシングするセンシング部を、前記キーファ
クタに対応するセンシングデータを取得するように制御する制御ステップを
　情報処理方法。
【請求項１９】
　コンピュータを、
　現在位置に応じたエリアに関する事故を防止するための情報に含まれる、前記エリアに
おいて発生した交通事故のキーファクタを含む情報であって、過去に交通事故が起きた条
件に関する情報に基づいて、周囲の環境をセンシングするセンシング部を、前記キーファ
クタに対応するセンシングデータを取得するように制御する制御部と
　して機能させるプログラム。
【請求項２０】
　運転者の操作に応じて走行するビークルにおいて、
　前記ビークルに発生し得る交通事故を予測する情報処理部と、
　前記情報処理部に対して電力を供給する電源部と
　を備え、
　前記情報処理部は、
　　周囲の環境をセンシングするセンシング部と、
　　過去に交通事故が起きた条件に関する情報を含み、現在位置に応じたエリアに関する
事故を防止するための情報を受信する受信部と、
　　前記過去に交通事故が起きた条件に関する情報に基づいて、前記センシング部を制御
する制御部とを備え、
　前記過去に交通事故が起きた条件に関する情報には、前記エリアにおいて発生した交通
事故のキーファクタが含まれ、
　前記制御部は、前記キーファクタに対応するセンシングデータを取得するように前記セ
ンシング部を制御する
　ビークル。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理装置、情報処理方法、プログラム、およびビークルに関し、特に、
例えば、自動車に代表されるビークルに対して交通事故の発生を予測できるようにした情
報処理装置、情報処理方法、プログラム、およびビークルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、交通事故は日常生活における最も致命的な事故の一つとなっている。以下、ある
運転者が運転する自動車を自車、自車の周囲を走行している車を他車と称し、他者の運転
者を他者と称する。また、交通事故とは、自動車対自動車、自動車対２輪車（自転車を含
む）、および自動車対歩行者などの事故を含むものとする。
【０００３】
　交通事故の要因（ファクタ）は、人的要因と環境的要因に分類される。
【０００４】
　人的要因としては、運転者の技量や経験の不足、運転者の注意散漫な運転、運転者の無
謀な運転などを挙げることができる。
【０００５】
　環境的要因としては、道路状況、気象状況、他車からの影響などを挙げることができる
。
【０００６】
　上述した人的要因による交通事故を防ぐ対策としては、運転者の運転中の生理データ、
自車の状態情報、交通情報、走行履歴情報などを検出し、それらに基づいて運転者に対す
る客観的な運転特性を推定して運転者に提示するものがある（例えば、特許文献参照）。
【０００７】
　上述した環境的要因による交通事故を防ぐ対策としては、過去に発生した交通事故に関
する情報データベースに蓄積しておき、過去に交通事故が多発している危険エリアを走行
する場合には運転者に注意を促すものがある（例えば、特許文献２参照）。
【０００８】
　また、自車と他車との相対位置、他車の動きなどを検出して、他車に起因する交通事故
の発生を予測して運転者に注意を促すものも提案されている（例えば、特許文献３参照）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１０－１５２４９７号公報
【特許文献２】特開２００６－１６３９７３号公報
【特許文献３】特開２０１１－１１３１５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上述したように、他車の動きを検出して交通事故の発生を予測する発明は存在する。し
かしながら、他車を運転する他者が上述した人的要因を有していたとしても、自車側では
それを検知して事故の発生を予測することができなかった。
【００１１】
　本開示はこのような状況に鑑みてなされたものであり、自車の周囲を走行する他車とそ
の運転者である他者に関する情報も検出して、自動車交通事故の発生を予測できるように
するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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　本開示の第１の側面である情報処理装置は、現在位置に応じたエリアに関する事故を防
止するための情報に含まれる、過去に交通事故が起きた条件に関する情報に基づいて、周
囲の環境をセンシングするセンシング部を制御する制御部を備え、前記過去に交通事故が
起きた条件に関する情報には、前記エリアにおいて発生した交通事故のキーファクタが含
まれ、前記制御部は、前記キーファクタに対応するセンシングデータを取得するように前
記センシング部を制御する。
【００１４】
　前記過去に交通事故が起きた条件に関する情報に、前記キーファクタに対応する閾値が
含ませ、前記制御部には、取得された前記センシングデータと、前記キーファクタに対応
する前記閾値とを比較した結果に基づいて、前記センシング部がセンシングを行う周期、
範囲、解像度、及び、感度のうち少なくとも一つを設定させることができる。
【００１５】
　前記制御部には、取得された前記センシングデータと、前記キーファクタに対応する前
記閾値とが近似している場合、前記センシング部がセンシングを行う周期、範囲、解像度
、及び、感度のうち少なくとも一つを向上させることができる。
【００１６】
　前記制御部には、前記センシング部により取得された前記センシングデータと、前記キ
ーファクタに対応する前記閾値とを比較した結果に基づいて、ビークルの制御を行うビー
クル制御部への推奨運転モードの実行の要請を判定させることができる。
　前記制御部には、前記推奨運転モードの実行を要請する場合、前記ビークル制御部から
の前記推奨運転モードの実行の可否を表すフィードバック情報に基づいて、前記センシン
グ部がセンシングを行う周期、範囲、解像度、及び、感度のうち少なくとも一つを設定さ
せることができる。
【００１７】
　前記制御部には、前記推奨運転モードを実行できる場合、前記センシング部がセンシン
グを行う周期、範囲、解像度、及び、感度のうち少なくとも一つを低下させることができ
る。
【００１８】
　本開示の第１の側面である情報処理装置は、前記フィードバック情報に応じて、前記ビ
ークルの運転者に対して警告を提示する警告部をさらに備えることができる。
【００１９】
　前記推奨運転モードには、走行制限速度、ライト類のオン・オフ、ワイパーのオン・オ
フ、曇り止めのオン・オフ、オーディオの音量、各種のセンサの起動、自動運転（速度制
御、操舵制御、前車追従、自動ブレーキなどを含む）の使用、または走行ルートの変更の
うちの少なくとも一つが含まれるようにすることができる。
【００２０】
　本開示の第１の側面である情報処理装置は、前記センシング部により取得された前記セ
ンシングデータと、前記キーファクタに対応する前記閾値とを比較した結果に基づいて、
発生し得る交通事故に対する警告レベルを判定する判定部と、判定された警告レベルに応
じて、運転者に対して警告を提示する警告部とをさらに備えることができる。
【００２１】
　前記制御部には、さらに前記センシング部の性能に基づいて、前記センシング部を制御
させることができる。
　前記事故を防止するための情報には、走行時に設定される所定のパラメータに関する情
報、または、前記センシング部が周囲の環境をセンシングするための所定のパラメータを
含ませることができる。
　前記制御部には、前記事故を防止するための情報に基づいて、映像または音声で警告を
行わせることができる。
　前記制御部には、前記事故を防止するための情報と前記センシング部の性能とに基づい
た警告を行わせることができる。



(6) JP 6969072 B2 2021.11.24

10

20

30

40

50

【００２２】
　本開示の第１の側面である情報処理装置は、過去に発生した交通事故に関する情報を取
得する取得部と、取得された過去に発生した交通事故に関する情報に基づいて、過去に交
通事故が起きた条件を分析する分析部と、前記過去に交通事故が起きた条件に関する情報
をエリア毎に対応付けて蓄積する蓄積部とをさらに備えることができる。
【００２３】
　過去に発生した交通事故に関する前記情報には、発生日時、場所、天候、道路状況、事
故状況、車両情報、または運転者情報のうちの少なくとも一つが含まれるようにすること
ができる。
【００２４】
　本開示の第１の側面である情報処理装置は、前記事故を防止するための情報を受信する
受信部と、前記センシング部とをさらに備えることができる。
【００２６】
　前記センシング部は、周囲を走行するビークルに関する情報を、V2V通信を介して前記
ビークルから収集することができる。
【００２７】
　本開示の第１の側面である情報処理方法は、現在位置に応じたエリアに関する事故を防
止するための情報に含まれる、前記エリアにおいて発生した交通事故のキーファクタを含
む情報であって、過去に交通事故が起きた条件に関する情報に基づいて、周囲の環境をセ
ンシングするセンシング部を、前記キーファクタに対応するセンシングデータを取得する
ように制御する制御ステップを含む。
【００２８】
　本開示の第１の側面であるプログラムは、コンピュータを、現在位置に応じたエリアに
関する事故を防止するための情報に含まれる、前記エリアにおいて発生した交通事故のキ
ーファクタを含む情報であって、過去に交通事故が起きた条件に関する情報に基づいて、
周囲の環境をセンシングするセンシング部を、前記キーファクタに対応するセンシングデ
ータを取得するように制御する制御部として機能させる。
【００２９】
　本開示の第１の側面においては、現在位置に応じたエリアに関する事故を防止するため
の情報に含まれる、前記エリアにおいて発生した交通事故のキーファクタを含む情報であ
って、過去に交通事故が起きた条件に関する情報に基づいて、周囲の環境をセンシングす
るセンシング部が、前記キーファクタに対応するセンシングデータを取得するように制御
される。
【００３０】
　本開示の第２の側面であるビークルは、運転者の操作に応じて走行するビークルにおい
て、前記ビークルに発生し得る交通事故を予測する情報処理部と、前記情報処理部に対し
て電力を供給する電源部とを備え、前記情報処理部は、周囲の環境をセンシングするセン
シング部と、過去に交通事故が起きた条件に関する情報を含み、現在位置に応じたエリア
に関する事故を防止するための情報を受信する受信部と、前記過去に交通事故が起きた条
件に関する情報に基づいて、前記センシング部を制御する制御部とを備え、前記過去に交
通事故が起きた条件に関する情報には、前記エリアにおいて発生した交通事故のキーファ
クタが含まれ、前記制御部は、前記キーファクタに対応するセンシングデータを取得する
ように前記センシング部を制御する。
【００３１】
　本開示の第２の側面においては、周囲の環境がセンシングされ、過去に交通事故が起き
た条件に関する情報を含み、現在位置に応じたエリアに関する事故を防止するための情報
が受信され、前記過去に交通事故が起きた条件に関する情報に基づいて、前記センシング
部が制御されるとともに、前記エリアにおいて発生した交通事故のキーファクタに対応す
るセンシングデータを取得するように前記センシング部が制御される。
【発明の効果】
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【００３２】
　本開示の第１および第２の側面によれば、自車の周囲を走行する他車とその運転者であ
る他者に関する情報も検出して、自動車交通事故の発生を予測することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本開示を適用したビークルを含むシステムの構成例を示す図である。
【図２】本開示を適用した情報処理装置の構成例を示すブロック図である。
【図３】ビークルに備えられている各種センサとそれによって検出できる情報の対応関係
の例を示す図である。
【図４】リアルタイム性が有る車両情報および運転者情報を検出するためのセンサの対応
関係の例を示す図である。
【図５】過去事故情報の例を示す図である。
【図６】過去事故情報のファクタを示す図である。
【図７】キーファクタの閾値の例を示す図である。
【図８】キーファクタと推奨運転モードの関係の例を示す図である。
【図９】リアルタイムデータの組み合わせの例を示す図である。
【図１０】フィードバック情報の例を示す図である。
【図１１】センシングモードの違いを示す図である。
【図１２】リアルタイムデータの組み合わせの例を示す図である。
【図１３】情報蓄積処理を説明するフローチャートである。
【図１４】事故予測処理を説明するフローチャートである。
【図１５】一般的なナビゲーション画面の表示例を示す図である。
【図１６】危険エリアに入ったことを表す警告表示の一例を示す図である。
【図１７】ハイレベルの警告表示の一例を示す図である。
【図１８】ミドルレベルの警告表示の一例を示す図である。
【図１９】推奨運転モードの実行を通知する画面の表示の一例を示す図である。
【図２０】推奨運転モードの実行を通知する画面の表示の一例を示す図である。
【図２１】汎用のコンピュータの構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、本開示を実施するための最良の形態（以下、実施の形態と称する）について、図
面を参照しながら詳細に説明する。
【００３５】
　＜本開示を適用したビークルを含むシステムの構成例＞
　図１は、本開示を適用したビークルを含むシステムの構成例を示している。
【００３６】
　自動車に代表されるビークル１０は、ビークル自体の状態を表す情報（以下、車両情報
と称する）を、例えばLTE通信やWiMAXなどの無線通信網（通信基地局１１を含む）を介し
てクラウドサーバ１２に送信する。また、ビークル１０は、クラウドサーバ１２に蓄積さ
れている、所定サイズのエリア毎の過去の交通事故に関する情報（以下、過去事故情報と
称する）と、所定サイズのエリア毎交通事故が発生しなかった時の情報（以下、安全運転
情報と称する）を取得する。また、ビークル１０は、道路状況の情報、天候に関する情報
などリアルタイム性が有る情報もクラウドサーバ１２から取得する。
【００３７】
　さらに、ビークル１０（例えば、ビークル１０－０）は、その周囲を走行している他の
ビークル１０（例えば、ビークル１０－１）との間でV2V(Vehicle-Vehicle)通信により、
運転者情報および車両情報を互いにリアルタイムで通信するとともに、交通事故の発生を
予測した場合、その旨をリアルタイムに通知する。
【００３８】
　またさらに、ビークル１０は、クラウドサーバ１２から取得した各種の情報を、V2V通
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信によって他車と共有することもできる。
【００３９】
　＜ビークル１０に搭載されている情報処理装置の構成例＞
図２は、ビークル１０に搭載されている情報処理装置の構成例を示している。
【００４０】
　該情報処理装置２０は、情報処理装置２０が搭載されているビークル１０が交通事故を
起こす可能性が有る場合に段階的な警告を行うものであり、事故予測処理と、事故予測処
理の準備として予め実行しておく情報蓄積処理（いずれも詳細後述）を行うものである。
【００４１】
　該情報処理装置２０は、データ分析更新部２１、リアルタイムデータ収集制御部２５、
センサ部２６、通信部２７、システム制御部２８、および警告部２９から構成される。
【００４２】
　データ分析更新部２１は、過去データ収集部２２、データ分析部２３、およびデータベ
ース２４を含む。
【００４３】
　過去データ収集部２２は、例えばクラウドサーバ１２から過去事故情報および安全運転
情報を取得してデータ分析部２３に供給する。
【００４４】
　過去事故情報には、過去に発生した交通事故の発生日時、場所、天候、道路状況、事故
状況、車両情報、運転者情報が含まれる。
【００４５】
　上記した天候には、例えば、晴れ、曇り、降雨、降雪、濃霧、強風などの区別、温度、
湿度、気圧、明るさなどが含まれる。道路状況には、例えば、一般道や高速道、山道、農
道、高架路などの道路の種類、直線やカーブ、Ｔ字路などの道路形状、舗装の材質、道幅
、傾斜、平面性、カーブの曲率などが含まれる。
【００４６】
　事故状況には、例えば、死者の数、重傷者の数、軽傷者の数、車両その他の破損状態、
関係した車両数などが含まれる。車両情報には、例えば、メーカ、車種、年式、サイズ、
車重、製造年月、積算走行距離、走行速度、乗員数、車載重量、タイヤ空気圧、ライト類
やワイパー、曇り止め等の動作状況などが含まれる。
【００４７】
　運転者情報には、例えば、年齢、性別、身長、体重、視力、脈拍数、心拍数、血圧、呼
吸数、瞬きやあくびの回数、性格、病歴、薬服用歴、運転免許の種類、運転歴、交通事故
履歴、交通違反処分履歴、犯罪歴などが含まれる。
【００４８】
　安全運転情報には、各エリアで事故が発生していない時の天候、道路状況、車両情報、
運転者情報が含まれる。
【００４９】
　データ分析部２３は、情報蓄積処理では、過去データ収集部２２から供給された過去事
故情報を分析し、所定サイズのエリア毎にそこで発生した交通事故の主要因（キーファク
タ）とその閾値を決定する。
【００５０】
　また、データ分析部２３は、情報蓄積処理では、決定した交通事故のキーファクタとそ
の閾値や過去データ収集部２２から供給された安全運転情報に基づき、所定サイズのエリ
ア毎の推奨運転モード（走行制限速度、ライト類のオン・オフ、ワイパーのオン・オフ、
曇り止めのオン・オフ、オーディオの音量、各種のセンサの起動、自動運転（速度制御、
操舵制御、前車追従、自動ブレーキなどを含む）の使用、走行ルートの変更などからなる
）を決定する。
【００５１】
　なお、上述したデータ分析部２３による情報蓄積処理は、所定の周期（例えば、毎日１
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回、毎週１回、毎月１回など）で実行すればよい。
【００５２】
　また、上述した過去事故情報の分析と安全運転情報の分析は、データ分析部２３の代わ
りにクラウドサーバ１２において実行するようにしてもよい。
【００５３】
　データ分析部２３は、事故予測処理では、センサ部２６から供給される自車のリアルタ
イム性のある車両情報および運転者情報、並びに、通信部２７から供給される他車の車両
情報および運転者情報を分析することによって交通事故の発生を予測する。具体的には、
交通事故の１以上のキーファクタとそれに対応する閾値αとを比較し、比較結果に基づい
て警告レベルを決定する。そして、決定した警告レベルを警告部２９に通知するとともに
、推奨運転モードをシステム制御部２８に通知する。
【００５４】
　警告部２９に通知される警告レベルは、例えば、３段階に分かれている。閾値を大幅に
超えているキーファクタの数ｋが、０以上であって第１の閾値ｎ未満であれば、警告レベ
ルをローレベルとする。閾値を大幅に超えているキーファクタの数ｋが、第１の閾値ｎ以
上であって、第１の閾値よりも大きな第２の閾値ｍ未満であれば、警告レベルをミドルレ
ベルとする。閾値を大幅に超えているキーファクタの数ｋが、第２の閾値ｍ以上であれば
、警告レベルをハイレベルとする。
　０≦ｋ＜ｎ　　　　ローレベル
　ｎ≦ｋ＜ｍ　　　　ミドルレベル
　ｍ≦ｋ　　　　　　ハイレベル
【００５５】
　ただし、運転歴をキーファクタとしてその閾値を比較する場合、その値の大小関係は上
述した場合と反対になる。すなわち、キーファクタとしての降水量をその閾値αと比較す
る場合には、降水量が閾値αよりも大幅に多いか否かを比較することになる。これに対し
て、キーファクタとしての運転歴をその閾値αと比較する場合は、運転歴が閾値αよりも
大幅に少ないか否かを比較することになる。
【００５６】
　またさらに、データ分析部２３は、事故予測処理では、推奨運転モードを通知したシス
テム制御部２８からのフィードバック情報に基づき、リアルタイムデータ収集制御部２５
にセンシングモード（ローモード（省エネルギモード）、ノーマルモード、またはハイモ
ード）を通知する。
【００５７】
　センシングモードは、センシングを行う周期（頻度）、範囲、解像度、感度等が異なる
。ローモード（省エネルギモード）では、ノーマルモードに比較して、センシングを行う
周期が長く、範囲が狭く、解像度が低く、感度が低く設定される。これによりセンシング
に要する電力などのリソースの消費などを抑えることができる。
【００５８】
　反対に、ハイモードでは、ノーマルモードに比較して、センシングを行う周期が短く、
範囲が広く、解像度が高く、感度が高く設定される。これによりセンシングに要するリソ
ースの消費は増加するものの、交通事故の予測に役立つセンシングデータを取得すること
ができる。
【００５９】
　データベース２４には、データ分析部２３の分析結果、すなわち、エリア毎の交通事故
のキーファクタとその閾値と、推奨運転モードがその都度、蓄積、更新される。
【００６０】
　また、データベース２４には、危険エリア（事故多発エリア）の位置情報や、自車の運
転者情報のうち、リアルタイム性が無いもの（例えば、年齢、性別、身長、体重、視力、
病歴、運転歴、交通事故履歴、交通違反処分履歴など）が蓄積されている。
【００６１】
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　リアルタイムデータ収集制御部２５は、データベース２４からデータ分析部２３を介し
て通知される危険エリアのキーファクタに基づき、センサ部２６に対してセンシングする
データの種類を指定するとともにセンシングモードを設定し、リアルタイム性のある車両
情報（例えば、走行速度、車載重量、タイヤ空気圧、ライト類やワイパーや曇り止めの動
作状況など）および運転者情報（瞳孔の開度、脈拍数、心拍数、血圧、呼吸数、瞬きやあ
くびの回数など）を取得させる。また、リアルタイムデータ収集制御部２５は、通信部２
７を制御して、他車の車両情報および運転者情報を取得させる。
【００６２】
　センサ部２６は、設定されたセンシングモードに従い、ビークル１０に備えられている
各種センサを制御し、リアルタイムデータ収集制御部２５から指定された、リアルタイム
性のある車両情報および運転者情報を取得してデータ分析部２３に供給する。
【００６３】
　図３は、ビークル１０に備えられており、各種センサとそれによって得られる情報との
対応関係を示している。
【００６４】
　図４は、リアルタイム性が有る車両情報および運転者情報とそれらを検出するための各
種センサの対応関係の例を示している。
【００６５】
　例えば、一般情報としてのビークル１０の位置および日時は、GPSセンサによって取得
できる。運転者情報は、例えば、瞳孔・虹彩検知センサ、五感センサ、バイタルセンサ、
音声認識センサなどを用いて収集できる。車両情報、道路状態、および外気の状態につい
ても、それぞれ対応するセンサによって取得できる。
【００６６】
　通信部２７は、無線通信網または他車とのV2V通信を介して、他車の車両情報および運
転者情報を取得してデータ分析部２３に供給する。
【００６７】
　システム制御部２８は、データ分析部２３から通知される推奨運転モードの実行を、ビ
ークル１０に搭載されているビークル制御部１０ａに要請して推奨運転モードの実行の可
否を確認（要求された機能を備えているか否か、供えている場合には起動できるか否かを
判定する）し、確認結果（フィードバック情報）をデータ分析部２３にフィードバックす
る。
【００６８】
　警告部２９は、データ分析部２３から通知される３段階の警告レベル（ローレベル、ミ
ドルレベル、またはハイレベル）に従い、周期、音量、GUIの表示方法などを変えて運転
者に対して注意を促すための警告を行う。
【００６９】
　例えば、警告レベルがハイレベルである場合、少なくとも警告レベルがミドルレベルに
なるまで短い周期で警告を行う。警告レベルがミドルレベルである場合、少なくとも１回
は警告を行う。警告レベルがローレベルである場合、警告は行わない。ただし、警告レベ
ルがローレベルである場合にも警告を行うようにしてもよい。
【００７０】
　＜データ分析部２３による交通事故のキーファクタとその閾値の決定＞
　次に、データ分析部２３の情報蓄積処理における交通事故のキーファクタとその閾値の
特定方法について説明する。
【００７１】
　データ分析部２３は、過去データ収集部２２から供給される過去事故情報に基づき、次
式（１）により定義される、交通事故ｋの重大性を表す事故係数Ｃkを算出する。
【００７２】
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【数１】

【００７３】
　ここで、Ｎvehicleは、当該事故により破損した車両の数を表す値である。
Ｃvehicleは、Ｎvehicleに乗算する係数であって0.1とされている。
Ｎdeathは、当該事故により死亡した人数を表す値である。
Ｃdeathは、Ｎdeathに乗算する係数であって0.5とされている。
Ｎ(injury,0)は、軽傷者数を表す値である。
Ｎ(injury,1)は、重傷者数を表す値である。
Ｃ(injury,0)は、Ｎ(injury,0)に乗算する係数であって0.1とされている。
Ｃ(injury,1)は、Ｎ(injury,1)に乗算する係数であって0.2とされている。
【００７４】
　なお、上述した各係数の値は一例であって他の値であってもよい。また、式（１）以外
の数式を用いて事故係数Ｃkの算出するようにしてもよい。
【００７５】
　次に、データ分析部２３は、各ファクタＦi（例えば、運転者の健康状態、運転者の運
転歴、車両の状態、道路傾斜、降雨、濃霧、降雪、夜間など）が、あるエリアで発生した
複数の交通事故に対してどの程度影響を及ぼしているかを表すファクタ係数ＣFiとして、
次式（２）で定義されるように、影響を及ぼした交通事故の事故係数Ｃkの総和を算出す
る。
【００７６】

【数２】

　さらに、データ分析部２３は、各ファクタＦiのうち、対応するファクタ係数ＣFiが所
定の閾値θを超えている１以上のファクタＦiを特定して、それらをそのエリアにおける
交通事故のキーファクタに決定し、決定した各キーファクタの閾値αを定義する。ここで
閾値θは、各ファクタＦiに対応するファクタ係数ＣFiに基づいて決定すればよい。また
さらに、データ分析部２３は、各キーファクタに対してその閾値αを決定する。
【００７７】
　＜キーファクタの決定の具体例＞
　図５は、あるエリアにおいて発生した５件の交通事故に対応する過去事故情報の例を示
している。図６は、上記５件の交通事故に対して列挙しているファクタが影響しているか
否かを示している。
【００７８】
　例えば、Accident ID1の交通事故に対応する過去事故情報は、破損車両数が１、死者数
が０、軽傷者数が１、重傷者数が０であるので、事故係数Ｃ1は、式（１）に従い、以下
のとおりに計算される。Accident ID2乃至Accident ID5で表される交通事故の事故係数Ｃ

2乃至Ｃ5についても同様である。
　Ｃ1＝１×0.1＋０×0.5＋１×0.1＋０×0.2＝0.2
　Ｃ2＝２×0.1＋０×0.5＋３×0.1＋０×0.2＝0.5
　Ｃ3＝２×0.1＋１×0.5＋１×0.1＋１×0.2＝1.0
　Ｃ4＝４×0.1＋２×0.5＋０×0.1＋２×0.2＝1.8
　Ｃ5＝１×0.1＋１×0.5＋０×0.1＋４×0.2＝1.4
【００７９】
　次に、図６に挙げられている６種類の各キーファクタについてのファクタ係数ＣFiを式
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（２）に従って算出する。例えば、ファクタとして想定されている運転者の健康状態が交
通事故に影響しているのは、Accident ID2の交通事故のみである。よって、ファクタＦdr

iver's bad stateに対応するファクタ係数Ｃdriver's bad stateは以下のとおりとなる。
他のファクタについても同様である。
　Ｃdriver's bad state＝Ｃ2＝0.5
　Ｃlack of experience＝Ｃ1＋Ｃ3＋Ｃ4＝3.0
　Ｃbad state od vehicle＝Ｃ2＋Ｃ3＝1.5
　Ｃroad slope＝Ｃ1＋Ｃ3＋Ｃ4＝3.0
　Ｃrain＝Ｃ1＋Ｃ2＋Ｃ3＋Ｃ4＝3.5
　Ｃfog＝Ｃ5＝1.4
　Ｃsnow＝０
　Ｃnight＝Ｃ2＋Ｃ4＝2.3
【００８０】
　ここで、ファクタ係数ＣFiに対する閾値θを2.5と定義すれば、ファクタ係数ＣFiが2.5
を超えているファクタであるＦlack of experience（運転者の運転歴）、Ｆroad slope（
道路傾斜）、およびＦrain（降雨）がキーファクタに決定される。
【００８１】
　図７は、各キーファクタに対する閾値αの例を示している。例えば、キーファクタであ
るＦrain（降雨）に対しては、その閾値αに降水量（図７の場合、110mm/h）が定義され
る。キーファクタであるＦroad slope（道路傾斜）に対しては、その閾値αに傾斜角度（
図７の場合、40度）が定義される。キーファクタであるＦlack of experience（運転者の
運転歴）に対しては、その閾値αに月数（図７の場合、６カ月）が定義される。
【００８２】
　＜交通事故のキーファクタと推奨運転モードの関係＞
　次に、図８は、キーファクタと推奨運転モードの関係の例を示している。
【００８３】
　あるエリアの推奨運転モードのパラメータは、交通事故のキーファクタと、安全運転情
報に基づいて決定される。例えば、あるエリアにおける車対車の交通事故のキーファクタ
として、雨と脇見運転が決定された場合、推奨運転モードの内容として、ミリ波レーダ、
ワイパーセンサ、およびドライバモニタの起動と、時速30km以下での自動運転が決定され
る。
【００８４】
　また例えば、あるエリアにおける車対自転車の交通事故のキーファクタとして、夜間運
転とスピード超過が決定された場合、推奨運転モードの内容として、ミリ波レーダ、スピ
ードセンサ、およびドライバモニタの起動と、時速60km以下での自動運転が決定される。
【００８５】
　また例えば、あるエリアにおける車対歩行者の交通事故のキーファクタとして、脇見運
転が決定された場合、推奨運転モードの内容として、赤外線レーダ、人車通信、および車
載フロントカメラの起動と、時速30km以下での手動運転が決定される。
【００８６】
　＜推奨運転モードの実行が要請される場合の具体例＞
　次に、推奨運転モードの実行が要請される場合の具体例について説明する。あるエリア
における交通事故の１以上のキーファクタのパラメータがその閾値を大幅に超えている場
合、推奨運転モードの実行がビークル１０側に要請される。
【００８７】
　以下の説明では、あるエリアにおける交通事故のキーファクタとその閾値は、図７に示
されたとおりとする。
【００８８】
　図９は、データ解析部２３から現エリアのキーファクタを通知されたリアルタイムデー
タ収集制御部２５が、センサ２６を制御して取得したリアルタイムデータの組み合わせ(P
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arameter Set)の例を示している。
【００８９】
　１番目のリアルタイムデータの組み合わせ(Parameter SetID=1)の場合、降水量は０mm/
h、道路傾斜は10度、運転者の運転歴は60カ月である。この場合、３つのキーファクタの
いずれのパラメータも明らかに閾値を下回っているので、推奨運転モードの実行は要請さ
れない。
【００９０】
　２番目のリアルタイムデータの組み合わせ(Parameter SetID=2)の場合、降水量は108mm
/h、道路傾斜は41度、運転者の運転歴は６カ月である。この場合、３つのキーファクタの
いずれのパラメータも閾値に近似した値で、閾値を大幅に超えているとは判断できないの
で、この段階での推奨運転モードの実行の要請は保留されて、センシングモードがハイモ
ードに設定され、再びリアルタイムデータのセンシングが行われる。
【００９１】
　３番目のリアルタイムデータの組み合わせ(Parameter SetID=3)の場合、降水量は150mm
/h、道路傾斜は60度、運転者の運転歴は２カ月である。この場合、３種類のキーファクタ
のパラメータが閾値を大幅に超えているので、例えば、走行速度制限とワイパーの使用を
含む推奨運転モードの実行が要請される。
【００９２】
　４番目のリアルタイムデータの組み合わせ(Parameter SetID=4)の場合、降水量は150mm
/h、道路傾斜は60度、運転者の運転歴は12カ月である。この場合、２種類のキーファクタ
（降水量と道路傾斜）のパラメータが閾値を大幅に超えているので、例えば、走行速度制
限とワイパーの使用を含む推奨運転モードの実行が要請される。
【００９３】
　５番目のリアルタイムデータの組み合わせ(Parameter SetID=5)の場合、降水量は150mm
/h、道路傾斜は30度、運転者の運転歴は12カ月である。この場合、１種類のキーファクタ
（降水量）のパラメータが閾値を大幅に超えているので、例えば、走行速度制限とワイパ
ーの使用を含む推奨運転モードの実行が要請される。
【００９４】
　＜推奨運転モードの実行の可否を表すフィードバックについて＞
　図１０は、システム制御部２８がビークル制御部１０ａに対して、例えば、走行速度制
限とワイパーの使用を含む推奨運転モードの実行を要請してその可否を確認して、その確
認結果をデータ分析部２３にフィードバックするときのフィードバック情報の例を示して
いる。
【００９５】
　１番目の例(Needed Vehicle System Set=1)では、速度の自動調整とワイパーの起動が
可能であることに加えて、運転者の運転歴が18カ月であることがフィードバック情報とし
て通知される。この場合、推奨運転モードの実行が可能であるので、この後、センシング
モードがローモードに変更される。
【００９６】
　２番目の例(Needed Vehicle System Set=2)では、速度の自動調整とワイパーの起動が
可能であることに加えて、運転者の運転歴が２カ月であることがフィードバック情報とし
て通知される。この場合も、推奨運転モードの実行が可能であるので、この後、センシン
グモードがローモードに変更される。
【００９７】
　３番目の例(Needed Vehicle System Set=1)では、速度の自動調整が可能、ワイパーの
起動が不可能であることに加えて、運転者の運転歴が２カ月であることがフィードバック
情報として通知される。この場合、推奨運転モードのうち、速度制限については実行が可
能であるが、ワイパーの使用については不可能なので、この後もセンシングモードはノー
マルモード（またはハイモード）のまま変更されない。
【００９８】
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　４番目の例(Needed Vehicle System Set=1)では、速度の自動調整とワイパーの起動が
不可能であることに加えて、運転者の運転歴が２カ月であることがフィードバック情報と
して通知される。この場合、推奨運転モードの実行が不可能であるので、この後もセンシ
ングモードはノーマルモード（またはハイモード）のまま変更されない。
【００９９】
　＜センシングモードのノーマルモードとローモードの違いの具体例＞
　次に、図１１は、センシングモードのノーマルモードとローモードにおける頻度、範囲
、解像度、および感度の違いを示している。同図に示されるように、センシングモードの
ノーマルモードとローモードとで頻度などを変更することにより、ローモードでは省エネ
ルギを実現できる。
【０１００】
　＜警告レベルの決定の具体例＞
　次に、警告レベルの決定の具体例について説明する。以下の説明では、あるエリアにお
ける交通事故のキーファクタとその閾値は、図７に示されたとおりとする。また、閾値α
を大幅に超えているキーファクタの数ｋと比較する第１の閾値ｎを１、第２の閾値ｍを２
と定義する。
【０１０１】
　図１２は、データ解析部２３から現エリアのキーファクタを通知されたリアルタイムデ
ータ収集制御部２５が、センサ２６を制御して取得したリアルタイムデータの組み合わせ
(Parameter Set)の例を示している。
【０１０２】
　１番目のリアルタイムデータの組み合わせ(Scenario ID=1)の場合、降水量は108mm/h、
道路傾斜は60度、運転者の運転歴は２カ月である。この場合、閾値を超えているキーファ
クタ（道路傾斜と運転歴）の数ｋ＝２であり、第２の閾値ｍ≦ｋが成立するので、警告レ
ベルはハイレベルに決定される。
【０１０３】
　２番目のリアルタイムデータの組み合わせ(Scenario ID=2)の場合、降水量は108mm/h、
道路傾斜は43度、運転者の運転歴は12カ月である。この場合、キーファクタのパラメータ
は閾値に近いが閾値を大幅に超えていないので、警告レベルの決定は保留されて、センシ
ングモードがハイモードに設定され、再びリアルタイムデータのセンシングが行われる。
【０１０４】
　３番目のリアルタイムデータの組み合わせ(Scenario ID=3)の場合、降水量は150mm/h、
道路傾斜は55度、運転者の運転歴は３カ月である。この場合、閾値を超えているキーファ
クタ（道路傾斜と降水量と運転歴）の数ｋ＝３であり、第２の閾値ｍ≦ｋが成立するので
、警告レベルはハイレベルに決定される。
【０１０５】
　４番目のリアルタイムデータの組み合わせ(Scenario ID=4)の場合、降水量は０mm/h、
道路傾斜は20度、運転者の運転歴は１カ月である。この場合、閾値を超えているキーファ
クタ（運転歴）の数ｋ＝１であり、第１の閾値ｎ≦ｋ＜第２の閾値ｍが成立するので、警
告レベルはミドルレベルに決定される。
【０１０６】
　５番目のリアルタイムデータの組み合わせ(Scenario ID=2)の場合、降水量は０mm/h、
道路傾斜は10度、運転者の運転歴は60カ月である。この場合、閾値を超えているキーファ
クタ（運転歴）の数ｋ＝０であり、０≦ｋ＜第１の閾値ｎが成立するので、警告レベルは
ミドルレベルに決定される。
【０１０７】
　＜情報処理装置２０の動作について＞
　次に、情報処理装置２０の動作について説明する。
【０１０８】
　図１３は、情報処理装置２０による情報蓄積処理を説明するフローチャートである。
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【０１０９】
　ステップＳ１において、過去データ収集部２２は、例えばクラウドサーバ１２から過去
事故情報および安全運転情報を取得してデータ分析部２３に供給する。ステップＳ２にお
いて、データ分析部２３は、情報蓄積処理では、過去データ収集部２２から供給された過
去事故情報を分析する。具体的には、エリア毎にそこで発生した交通事故の主要因（キー
ファクタ）とその閾値を決定する。また、決定した交通事故のキーファクタとその閾値や
過去データ収集部２２から供給された安全運転情報に基づき、エリア毎の推奨運転モード
を決定する。
【０１１０】
　ステップＳ３において、データ分析部２３は、分析結果をデータベース２４に出力する
。データベース２４は、データ分析部２３から入力された分析結果、すなわち、エリア毎
の交通事故のキーファクタとその閾値、および推奨運転モードを、エリアの位置情報に対
応付けて蓄積する。以上で、情報蓄積処理は終了される。この情報蓄積処理は、所定の周
期で繰り返し実行される。
【０１１１】
　次に、図１４は、情報処理装置２０による事故予測処理を説明するフローチャートであ
る。
【０１１２】
　この事故予測処理は、情報処理装置２０が搭載されているビークル１０の始動（例えば
、イグニッションボタンのオン）に対応して開始される。
【０１１３】
　ステップＳ１１では、該ビークル１０が危険エリア（事故多発エリア）に入ったか否か
が判断され、ビークル１０が危険エリアに入るまで待機される。この待機の間、警告部２
９は、ビークル１０のディスプレイには、例えば図１５に示されるような、一般情報（日
時、エリア、天候など）とナビゲーション画面（現在地から目的地までのルートが重畳さ
れている地図）を表示させる。
【０１１４】
　その後、ビークル１０が危険エリアに入った場合、処理はステップＳ１２に進められる
。なお、ビークル１０が間もなく危険エリアに入ると判断された段階で、処理をステップ
Ｓ１２に進めるようにしてもよい。
【０１１５】
　ステップＳ１２において、警告部２９は、ビークル１０のディスプレイに、例えば図１
６に示されるような、「事故多発エリアにご注意ください！」などの注意を促す警告表示
を数回（例えば、１，２回）表示させるとともに、同様の警告音声を出力させる。
【０１１６】
　ステップＳ１３において、データベース２４は、該危険エリアに対応する自動車交通事
故のキーファクタとその閾値、推奨運転モードをデータ分析部２３に通知する。データ分
析部２３は、通知されたキーファクタをリアルタイムデータ収集制御部２５に通知し、推
奨運転モードをシステム制御部２８に通知する。
【０１１７】
　ステップＳ１４において、リアルタイムデータ収集制御部２５は、通知された危険エリ
アのキーファクタに基づき、センサ部２６に対して、キーファクタに対応するリアルタイ
ム性のある車両情報および運転者情報を取得させる。なお、センサ部２６に対するセンシ
ングモードの初期設定はノーマルモードとする。また、リアルタイムデータ収集制御部２
５は、また、リアルタイムデータ収集制御部２５は、通知された危険エリアのキーファク
タに基づき、通信部２７を制御して、他車の車両情報および運転者情報を取得させる。
【０１１８】
　センサ部２６によって取得された自車の車両情報および運転者情報、並びに、通信部２
７によって取得された他車の車両情報および運転者情報（以下、これらをまとめてセンシ
ングデータと称する）は、データ分析部２３に供給される。
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【０１１９】
　ステップＳ１５においては、データ分析部２３は、危険エリアのキーファクタに対応す
る、供給されたセンシングデータと、それぞれの閾値αとを比較する。ステップＳ１６に
おいて、データ分析部２３は、ステップＳ１５の比較結果を採用できるか否かを判断する
。具体的には、センシングモードがノーマルモードに設定されている状態で取得されたセ
ンシングデータの値が、それに対応する閾値αに近似している場合には比較結果を採用で
きないと判断する。反対に、センシングモードがノーマルモードに設定されている状態で
取得されたセンシングデータの値が、それに対応する閾値αから十分にかい離している場
合には比較結果を採用できると判断する。また、センシングモードがハイモードの設定で
取得されている場合にも比較結果を採用できると判断する。
【０１２０】
　ステップＳ１６において、ステップＳ１５の比較結果を採用できないと判断された場合
、処理はステップＳ１７に進められる。
【０１２１】
　ステップＳ１７において、データ分析部２３は、ステップＳ１５の比較結果が採用でき
ないことをリアルタイムデータ収集制御部２５に通知する。この通知に従い、リアルタイ
ムデータ収集制御部２５は、センサ部２６に対してセンシングモードをハイモードに設定
する。この後、再びステップＳ１４乃至Ｓ１６の処理が実行される。
【０１２２】
　ステップＳ１６において、ステップＳ１５の比較結果を採用できると判断された場合、
処理はステップＳ１８に進められる。
【０１２３】
　ステップＳ１８において、データ分析部２３は、ステップＳ１５の比較結果に基づいて
警告レベルを決定し、警告レベルがミドルレベルまたはハイレベルであるか否かを判断す
る。警告レベルがミドルレベルまたはハイレベルではない、すなわち、警告レベルがロー
レベルである場合、処理はステップＳ１１に戻されて、ビークル１０が次の危険エリアに
入るまで待機となる。
【０１２４】
　反対に、警告レベルがミドルレベルまたはハイレベルである場合、データ分析部２３は
、警告レベル（ミドルレベルまたはハイレベル）をセンサ部２７、システム制御部２８、
および警告部２９に通知する。この後、処理はステップＳ１９に進められる。
【０１２５】
　ステップＳ１９において、警告部２９は、通知された警告レベルとキーファクタに応じ
た警告を運転者に提示する。
【０１２６】
　具体的には、警告レベルがハイレベルである場合、ビークル１０のディスプレイに、例
えば図１７に示されるような、「初心者の方は十分にご注意ください！新しいルートをお
勧めします！」や「急カーブに注意してください。速度を落としてください。（不図示）
」などの注意を促す警告表示を継続的に表示させるとともに、同様の警告音声を出力させ
る。また、ナビゲーション画面には、新しいルートを表示する。
【０１２７】
　また、警告レベルがミドルレベルである場合、ビークル１０のディスプレイに、例えば
図１８に示されるような、「霧にご注意ください！フォグランプをご使用ください！」な
どの注意を促す警告表示を数回表示させるとともに、同様の警告音声を出力させる。また
、ナビゲーション画面には、新しいルートを表示する。
【０１２８】
　ステップＳ２０において、通信部２７は、自車に対する警告レベルを他車に通知する。
【０１２９】
　ステップＳ２１において、システム制御部２８は、データ分析部２３から警告レベルが
通知されたことに応じ、ステップＳ１３で通知されている推奨運転モードの実行をビーク
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ル制御部１０ａに要求する。この要求に応じ、要請に応じ、ビークル制御部１０ａは、推
奨運転モードの実行の可否を表すフィードバック情報をシステム制御部２８に通知すると
ともに、推奨運転モードの実行が可能である場合（その一部が可能である場合も含む）に
は、推奨運転モードの実行を開始する。
【０１３０】
　ステップＳ２２において、システム制御部２８は、ビークル制御部１０ａから通知され
たフィードバック情報を取得してデータ分析部２３に通知する。
【０１３１】
　この後、ステップＳ２３において所定の時間（例えば、数秒乃至数十秒）だけ待機した
後に、処理はステップＳ２４に進められる。
【０１３２】
　ステップＳ２４において、データ分析部２３は、システム制御部２８から通知されたフ
ィードバック情報に基づいて、推奨運転モードが実行可能であるか否かを判定し、実行可
能であると判定した場合、処理をステップＳ２５に進める。ステップＳ２５において、デ
ータ分析部２３は、推奨運転モードが実行可能であることをリアルタイムデータ収集制御
部２５に通知する。この通知に従い、リアルタイムデータ収集制御部２５は、センサ部２
６に対してセンシングモードをローモードに設定する。
【０１３３】
　ステップＳ２６において、データ分析部２３は、推奨運転モードが実行可能であること
を警告部２９に通知する。この通知に応じ、警告部２９は、警告画面により推奨運転モー
ドが実行中であることを運転者に提示する。この警告画面では、例えば、図１９に示され
る「ワイパーを使用してください」のように、運転者に対して所定の操作を促すようにし
てもよい。または、所定の操作（いまの場合、ワイパー起動）を運転者に代わって実行す
るようにして、例えば、図２０に示される「推奨運転モードに従い、ワイパーを動かしま
す」のように、所定の操作を運転者に代わって実行した旨を通知するようにしてもよい。
この後、処理はステップＳ１４に戻って、それ以降が繰り返される。
【０１３４】
　なお、推奨運転モードが実行中であることを運転者に提示するメッセージは、図１９お
よび図２０に示された例の他、例えば、以下に例示するようなものも考えられる。
　「推奨運転モードとして、走行速度を40km/hに設定しました」
　「推奨運転モードとして、モータ走行からエンジン走行に切り替えました」
　「推奨運転モードとして、センシングモードを前方センシングモードから全方位センシ
ングモードに切り替えました」
　「推奨運転モードとして、前照灯をオンしました」
　「推奨運転モードとして、マニュアルドライブからオートドライブに切り替えます。準
備できればOKボタンを押してください」等
【０１３５】
　一方、ステップＳ２４において、推奨運転モードが実行可能ではないと判定された場合
、処理はステップＳ２７に進められる。ステップＳ２７において、データ分析部２３は、
推奨運転モードが実行可能ではないことをリアルタイムデータ収集制御部２５および警告
部２９に通知する。この通知に従い、リアルタイムデータ収集制御部２５は、センサ部２
６に対してセンシングモードをノーマルモードに設定する。警告部２９は、例えば、「推
奨運転モードが実行できませんでした。慎重な運転を行ってください」等の警告画面によ
り推奨運転モードが実行できない旨を運転者に提示する。なお、既にセンシングモードが
ノーマルモードである場合、センサ部２６に対するセンシングモードの設定は省略できる
。この後、処理はステップＳ１４に戻って、それ以降が繰り返される。
【０１３６】
　以上に説明した事故予測処理によれば、自車とその運転者の情報だけでなく、他車とそ
の運転者である他者の情報に基づいて、自車に発生し得る自動車交通事故を予測すること
、具体的には、段階的な警告レベルを発することができる。
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【０１３７】
　なお、上述した説明では、警告レベルを３段階としたが、これを１段階、２段階、また
は３段階以上としてもよい。
【０１３８】
　＜情報処理装置２０をプログラムによって実現する場合について＞
　上述した一連の処理を実行する情報処理装置２０は、ハードウェアにより実行すること
もできるし、ソフトウェアにより実行することもできる。一連の処理をソフトウェアによ
り実行する場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、コンピュータにインス
トールされる。ここで、コンピュータには、専用のハードウェアに組み込まれているコン
ピュータや、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが
可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどが含まれる。
【０１３９】
　図２１は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウェ
アの構成例を示すブロック図である。
【０１４０】
　このコンピュータ２００において、CPU（Central Processing Unit）２０１，ROM（Rea
d Only Memory）２０２，RAM（Random Access Memory）２０３は、バス２０４により相互
に接続されている。
【０１４１】
　バス２０４には、さらに、入出力インタフェース２０５が接続されている。入出力イン
タフェース２０５には、入力部２０６、出力部２０７、記憶部２０８、通信部２０９、お
よびドライブ２１０が接続されている。
【０１４２】
　入力部２０６は、キーボード、マウス、マイクロフォンなどよりなる。出力部２０７は
、ディスプレイ、スピーカなどよりなる。記憶部２０８は、ハードディスクや不揮発性の
メモリなどよりなる。通信部２０９は、ネットワークインタフェースなどよりなる。ドラ
イブ２１０は、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、または半導体メモリなどの
リムーバブルメディア２１１を駆動する。
【０１４３】
　以上のように構成されるコンピュータ２００では、CPU２０１が、例えば、記憶部２０
８に記憶されているプログラムを、入出力インタフェース２０５およびバス２０４を介し
て、RAM２０３にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
【０１４４】
　コンピュータ（CPU２０１）が実行するプログラムは、例えば、パッケージメディア等
としてのリムーバブルメディア２１１に記録して提供することができる。また、プログラ
ムは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった、有線
または無線の伝送媒体を介して提供することができる。
【０１４５】
　コンピュータ２００では、プログラムは、リムーバブルメディア２１１をドライブ２１
０に装着することにより、入出力インタフェース２０５を介して、記憶部２０８にインス
トールすることができる。また、プログラムは、有線または無線の伝送媒体を介して、通
信部２０９で受信し、記憶部２０８にインストールすることができる。その他、プログラ
ムは、ROM２０２や記憶部２０８に、あらかじめインストールしておくことができる。
【０１４６】
　なお、コンピュータ２００が実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って
時系列に処理が行われるプログラムであってもよいし、並列に、あるいは呼び出しが行わ
れたとき等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであってもよい。
【０１４７】
　本開示の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本開示の要旨
を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
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【０１４８】
　本開示は以下のような構成も取ることができる。
（１）
　周囲の環境をセンシングするセンシング部と、
　現在位置に応じた所定のエリアに関する事故を防止するための情報を受信する受信部と
、
　前記受信部より受信した事故を防止するための情報とセンシング部の性能とに基づいて
、前記センシング部が周囲の環境をセンシングするためのパラメータを変更する制御部と
　を備える情報処理装置。
（２）
　前記事故を防止するための情報は、過去に交通事故が起きた条件に関する情報、走行時
に設定される所定のパラメータに関する情報、あるいは、センシング部が周囲の環境をセ
ンシングするための所定のパラメータである
　前記（１）に記載の情報処理装置。
（３）
　前記制御部は、前記受信部より受信した事故を防止するための情報に基づいて、映像ま
たは音声で警告を行う
　前記（１）または（２）に記載の情報処理装置。
（４）
　前記制御部は、前記受信部より受信した事故を防止するための情報と前記センシング部
の性能とに基づいた警告を行う
　前記（１）から（３）のいずれかに記載の情報処理装置
（５）
　前記制御部は、前記受信部より受信した事故を防止するための情報に基づいて、推奨運
転モードを通知して実行させる
　前記（１）から（４）のいずれかに記載の情報処理装置。
（６）
　前記受信部より受信した事故を防止するための情報に基づいて前記第１のビークルに発
生し得る交通事故に対する警告レベルを判定する判定部と、
　判定された前記警告レベルに応じて、前記第１のビークルの運転者に対して警告を提示
する警告部をさらに備える
　前記（１）から（５）のいずれかに記載の情報処理装置。
（７）
　前記警告部は、推奨運転モードの実行の可否を表すフィードバック情報に応じて、前記
第１のビークルの運転者に対して警告を提示する
　前記（６）に記載の情報処理装置。
（８）
　前記推奨運転モードには、走行制限速度、ライト類のオン・オフ、ワイパーのオン・オ
フ、曇り止めのオン・オフ、オーディオの音量、各種のセンサの起動、自動運転（速度制
御、操舵制御、前車追従、自動ブレーキなどを含む）の使用、または走行ルートの変更の
うちの少なくとも一つが含まれる
　前記（７）に記載の情報処理装置。
（９）
　前記受信部より受信した事故を防止するための情報は、前記交通事故のキーファクタと
その閾値が含まれる
　前記（１）から（８）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１０）
　前記判定部は、収集された値が前記閾値を超えている前記キーファクタの数に基づき、
前記第１のビークルに発生し得る交通事故に対する段階的な警告レベルを判定する
　前記（６）に記載の情報処理装置。
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（１１）
　過去に発生した交通事故に関する情報を取得する取得部と、
　取得された過去に発生した交通事故に関する情報を分析する分析部と、
　取得された過去に発生した交通事故に関する情報の前記分析結果をエリア毎に対応付け
て蓄積している蓄積部とをさらに備える
　前記（１）から（１０）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１２）
　過去に発生した交通事故に関する前記情報には、発生日時、場所、天候、道路状況、事
故状況、車両情報、または運転者情報のうちの少なくとも一つが含まれる
　前記（１１）に記載の情報処理装置。
（１３）
　前記制御部は、過去に発生した交通事故の分析結果と、センシングされた情報との比較
結果が採用できない場合、前記センシング部のセンシングモードをハイモードに変更する
　前記（１）から（１２）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１４）
　前記制御部は、前記推奨運転モードを実行できる場合、前記センシング部のセンシング
モードをローモードに変更する
　前記（１）から（１３）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１５）
　前記センシング部は、前記第１のビークルの周囲を走行する第２のビークルに関する情
報を、V2V通信を介して前記第２のビークルから収集する
　前記（１）から（１５）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１６）
　前記運転者情報には、年齢、性別、身長、体重、視力、脈拍数、心拍数、血圧、呼吸数
、瞬きやあくびの回数、性格、病歴、薬服用歴、運転免許の種類、運転歴、交通事故履歴
、交通違反処分履歴、または犯罪歴のうちの少なくとも一つが含まれる
　前記（１）から（１５）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１７）
　前記車両情報には、メーカ、車種、年式、サイズ、車重、製造年月、積算走行距離、走
行速度、乗員数、車載重量、タイヤ空気圧、ライト類動作状況、ワイパー動作状況、また
は曇り止めの動作状況のうちの少なくとも一つが含まれる
　前記（１）から（１６）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１８）
　情報処理装置による、
　周囲の環境をセンシングするセンシングステップと、
　現在位置に応じた所定のエリアに関する事故を防止するための情報を受信する受信ステ
ップと、
　受信された事故を防止するための情報とセンシングの性能とに基づいて、前記センシン
グステップで周囲の環境をセンシングするためのパラメータを変更する制御ステップと
　を含む情報処理方法。
（１９）
　コンピュータを、
　周囲の環境をセンシングするセンシング部と、
　現在位置に応じた所定のエリアに関する事故を防止するための情報を受信する受信部と
、
　前記受信部より受信した事故を防止するための情報とセンシング部の性能とに基づいて
、前記センシング部が周囲の環境をセンシングするためのパラメータを変更する制御部と
　して機能させるプログラム。
（２０）
　運転者の操作に応じて走行するビークルにおいて、
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　前記ビークルに発生し得る交通事故を予測する情報処理部と、
　前記情報処理部に対して電力を供給する電源部と
　を備え、
　前記情報処理部は、
　　周囲の環境をセンシングするセンシング部と、
　　現在位置に応じた所定のエリアに関する事故を防止するための情報を受信する受信部
と、
　　前記受信部より受信した事故を防止するための情報とセンシング部の性能とに基づい
て、前記センシング部が周囲の環境をセンシングするためのパラメータを変更する制御部
とを備える
　ビークル。
【符号の説明】
【０１４９】
　１０　ビークル，　１０ａ　ビークル制御部，　１１　通信基地局，　１２　クラウド
サーバ，　２０　情報処理装置，　２１　データ分析部，　２２　過去データ収集部，　
２３　データ分析部，　２４　データベース，　２５　リアルタイムデータ収集制御部，
　２６　センサ部，　２７　通信部，　２８　システム制御部，　２９　警告部，　２０
０　コンピュータ，　２０１　CPU

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】
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